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1. 個人情報保護と競争政策に関する我が国
の状況
1.1. 改正個人情報保護法
• 平成27（2015）年改正個人情報保護法の議論の中では，競争政
策の観点はほぼ存在しなかった。

• 結果として導入された制度の中で競争政策との関係が議論され
得るものとしては，以下が存在する。

• ①目的規定の変更

• ②第三者提供の例外としての「合併その他の事由による事業の承継」
• 「偽りその他不正の手段」による個人情報の取得との関係

• 外国にある第三者への提供との関係

• ③開示等の請求等の請求権化

• ④域外適用
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①目的規定の変更

• 平成27年改正により下線部が個人情報の有用性の具体例として明示された。「顧
客サービスの充実や利便性の向上のみならず，事業者や第三者の権利や正当な利
益，社会全体の利益を含む」（園部他編二次改訂版54頁）とされており，競争環
境整備も「個人情報の有用性」に含めて読むことは不可能ではない。もっとも，
「改正前の本法の目的を変更するものでは」ない（一問一答9頁）。

• 有用性の例示が加わったことは権利利益の保護と個人情報の有用性のバランスを
変更するものではないとされるが，「新たな産業の創出並びに活力ある経済社
会」という文言は競争環境整備と整合的ではある。

（目的）

第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑
み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保
護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個
人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用
が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることそ
の他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

2018/12/7 5デジタル社会における新たな競争政策～プラットフォー
ム＆個人情報保護～



参考：景表法の目的規定の変更

• 不当景品類及び不当表示防止法（景表法）は，平成21年9月の消費者庁設置に伴
い，所管を公正取引委員会から消費者庁に移し，目的規定からも「公正な競争を
確保」するとの文言が削除された。評価は二分される。

• 「一般消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスの選択を行えるようになるこ
とは，とりもなおさず事業者間の公正な競争を確保することにもつながることか
ら，消費者庁移管前後において，景品表示法の実体規定の範囲に実質上の変更は
ない」（基本講義消費者法第3版297頁[南雅晴]）

• 「景表法の位置づけは，競争法から主として一般消費者保護のための取引におけ
る自主的，合理的な選択を確保するための法律（消費者取引の適正を図る法律）
に変容したということができる」（日弁連編消費者法講義第5版256頁[齋藤雅
弘]）

（目的）

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止
するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止に
ついて定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
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②第三者提供の例外としての「合併その
他の事由による事業の承継」

• 平成27年改正前から一貫して「合併その他の事由による事業の
承継」による個人データの提供は第三者提供規制の例外。

• 競争法的観点による制限について23条5項2号で読み込むのは困
難。→一切個人情報保護法上は違法にならないか？

（第三者提供の制限）

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人デー
タを第三者に提供してはならない。
一～四（略）
２～４（略）

５ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に
該当しないものとする。
一 （略）
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三 （略）
６（略）
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競争阻害性のある企業結合に伴う個人データ
の取得は「偽りその他不正の手段」によると
いえないか？
• 23条5項は「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提
供される場合」には「第三者」に該当しないと定めるのみであって，「提
供」に該当しないとは定めていない＝提供を受ける者においても「取得」
に該当しないとは定められていない。

• 平成27年改正によって導入された17条2項は要配慮個人情報について本人
の同意のない取得を禁じているが，「本人の同意なしにプロファイリング
によって要配慮個人情報を新たに生み出すことは，要配慮個人情報の『取
得』に当たると解するべきかという重要な解釈問題が存在する」（宇賀6
版143頁）。

• 競争阻害性のある企業結合に伴って個人情報が取得される場合「偽りその
他不正の手段」によるものとして違法であるとされることはないか。

• 「偽りその他不正の手段」は本人以外に向けられたものでも該当しうるか。
• GL通則編のあげる例には間接取得は含まれている（「不正の手段で個人情報が取得
されたことを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人情報を
取得する場合」等（3‐2‐1）。
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外国にある第三者への提供との関係

• 23条5項各号は除外されていないので，「合併その他の事由による事業の承継」
による個人データの提供についても，本人同意等が必要になる。

• 「基準に適合する体制」は「個人情報取扱事業者と個人データの提供を受ける者
との間で、当該提供を受ける者における当該個人データの取扱いについて、適切
かつ合理的な方法により、法第4章第1節の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保
されていること。」（規則11条の2第1号）が想定されるが，合併の場合は契約の
実効性が維持できない（同一法人になってしまう）のではないか？

• 支配的株主の変更の場合には23条も24条も規制は掛からない。

（外国にある第三者への提供の制限）

第二十四条 個人情報取扱事業者は、外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。）（個人の権利利
益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として
個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。）にある第三者（個人データの取扱い
についてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講
ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以
下この条において同じ。）に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらか
じめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規
定は、適用しない。
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③開示等の請求等の請求権化

• 保有個人データの開示について「求め」という文言だったものが
「請求」とされた。明確化されたという説と新たに請求権を付与し
たという説，両説ある。

• データポータビリティの権利の前提である（ただし，フォーマット
についての定めはないし，手数料を徴収することが可能（33条））。

（開示）

第二十八条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求すること
ができる。

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅
滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該
当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
３～４ （略）
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④域外適用

• 平成27年改正法は明文で域外適用を認めた。EUデータ保護指令や一般データ保護規則（GDPR）の
標的基準と同様の定め方である。

• 外国事業者とのイコールフッティングを確保するという点において，競争政策的な側面が存在する。

• 参考：最判平成29年12月12日民集71巻10号1958頁（ブラウン管事件）「独禁法は，国外で行われた
行為についての適用の有無及び範囲に関する具体的な定めを置いていないが，同法が，公正かつ自
由な競争を促進することなどにより，一般消費者の利益を確保するとともに，国民経済の民主的で
健全な発達を促進することを目的としていること（１条）等に鑑みると，国外で合意されたカルテ
ルであっても，それが我が国の自由競争経済秩序を侵害する場合には，同法の排除措置命令及び
課徴金納付命令に関する規定の適用を認めていると解するのが相当である。」

（適用範囲）

第七十五条 第十五条、第十六条、第十八条（第二項を除く。）、第十九条から第二十五条まで、第
二十七条から第三十六条まで、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条及び次条の規定は、国内
にある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報
取扱事業者が、外国において当該個人情報又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り
扱う場合についても、適用する。
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「個人情報の保護に関する法律に基づく指導
について」（平成30年10月22日，個人情報保
護委員会）
• 個人情報保護委員会は、平成30年10月22日付けで、フェイスブック
インクに対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57
号）第41条及び第75条の規定に基づき、次のとおり指導を行いまし
たので、お知らせします。

• ①フェイスブック社が提供する「いいね！」ボタンが設置されているウェブ
サイトを閲覧した場合、ボタンを押さなくてもユーザーＩＤやアクセス履歴
等の情報がフェイスブック社に送信されてしまう事案や、性格診断アプリに
より取得した個人情報の一部がコンサルティング会社に不正に提供されてい
た事案が生じたことに対し、ユーザーへの分かりやすい説明や本人からの同
意の取得の徹底及び同社がプラットフォーマーとしての責任を認識し、プ
ラットフォーム上のアプリケーションの活動状況の監視を徹底すること等を
求めた。

• ②上記指導と併せ、本年９月末に公表された不正アクセス事案に関して、本
人への通知、原因究明と再発防止策の策定、引き続き当委員会へ報告するこ
と等を求めた。
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1.2. データ利活用に係る官民の取組

• 第１回官民データ活用推進基本計画実行委員会データ流通・活
用ワーキンググループ（平成30年７月31日）

• 【資料３】データ流通・活用に関する動向

• 【資料４－２】データポータビリティに関する調査・検討について
（経済産業省）
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データ流通・活⽤に関する取組状況等
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ο 官⺠データ活⽤推進基本法（平成28年12⽉公布・施⾏）や「データ流通環境整備検討会 AI、IoT時代にお
けるデータ活⽤ＷＧ」中間とりまとめ（平成29年３⽉）等を受け、総務省／経済産業省の「情報銀⾏の認定に
係る指針Ver1.0」の公表やデータ流通推進協議会の設⽴など、各府省庁や⺠間団体による取組が推進されてい
る。

<主な取組状況> ※ポイントは次⾴以降
年⽉ 関係省庁等 取組内容
平成29年４⽉ 経済産業省／総務省 「データ流通プラットフォーム間の連携を実現するための基本的事項」を公表
平成29年５⽉ 個⼈情報保護委員会 「改正個⼈情報保護法」が施⾏

平成29年７⽉ 総務省 情報通信審議会 「IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り
⽅」第四次中間答申

平成29年11⽉ ⺠間団体 データ流通推進協議会が設⽴
平成30年３⽉ 経済産業省／総務省 「カメラ画像利活⽤ガイドブックVer2.0」を公表

平成30年５⽉
内閣官房健康・医療戦略室 「次世代医療基盤法」が施⾏
経済産業省 「不正競争防⽌法等の⼀部を改正する法律」が公布

平成30年６⽉
経済産業省 「⽣産性向上特別措置法」が施⾏
総務省／経済産業省 「情報銀⾏の認定に係る指針Ver1.0」を公表
経済産業省 「AI・データの利⽤に関する契約ガイドライン」を公表

平成30年８⽉
経済産業省／総務省 「データポータビリティに関する検討会とりまとめ」を公表予定
経済産業省／総務省 「新たなデータ流通取引に関する検討事例集Ver2.0」を公表予定

第１回 官民データ活用推進基本計画実行委員会データ流通・活用ワーキンググループ【資料３】データ流通・活用に関する動向より2018/12/7



データ流通・活⽤に関する取組状況等
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■情報通信審議会 「IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り⽅」第四次中間答申（総務省）
「データ流通環境整備検討会 AI、IoT時代におけるデータ活⽤ＷＧ中間とりまとめ」（平成29年３⽉）を踏まえ、
健全なデータ取引市場の形成を実現するため、データ取引を⾏うプレイヤー及びデータ取引市場を運営する者の双⽅
について、求められると考えられるルールに関して検討。「データ取引市場及び取引市場のプレイヤーについて、公平で公
正な市場を確保するために、⺠間事業者の⾃主的な取組により、⼀定の要件を満たした者について社会的に認知を
するための任意の認定制度を設けることが望ましい」との結論を得た。 （平成29年７⽉）

■情報信託機能の認定スキームの在り⽅に関する検討会（総務省／経済産業省）
上記答申の結論を受け、情報信託機能の認定スキームの在り⽅について検討。情報信託機能の認定基準やモデル
約款の記載事項、認定団体の認定スキーム等をとりまとめた「情報銀⾏の認定に係る指針ver1.0」を平成30年6
⽉に公表。

第１回 官民データ活用推進基本計画実行委員会データ流通・活用ワーキンググループ【資料３】データ流通・活用に関する動向より2018/12/7



データ流通・活⽤に関する取組状況等
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■データ流通促進WG（経済産業省／総務省）
ο事業者からのデータ流通・管理・活⽤に関する相談をユースケースベースで受け付け、検討結果をとりまとめた「新たな
データ流通取引に関する検討事例集」について、改訂版を平成30年８⽉に公表予定。
ο事業者間の取引に関連して創出し、取得⼜は収集されるデータの利⽤権限を契約で適正かつ公平に定めるため、そ
の⼿法や考え⽅をまとめた「データの利⽤権限に関する契約ガイドライン」を平成29年５⽉に公表。
ο利活⽤ニーズの⾼いカメラ画像を安全安⼼に利活⽤するために事業者が配慮すべき事項等をとりまとめた「カメラ画像
利活⽤ガイドブック」について、特にニーズの⾼い「リピート分析」に関するユースケースを反映した改訂版を平成30年3
⽉に公表。
οデータ利⽤者の利便性を⾼め、データ流通市場の拡⼤・活性化を促進するため、データ流通プラットフォーム間の相
互連携を実現するために最低限共通化することが必要な事項（データカタログ、カタログ⽤API）を整理した
「データ流通プラットフォーム間の連携を実現するための基本的事項」を平成29年４⽉に公表。

■AI・データ契約ガイドライン検討会（経済産業省）
平成29年5⽉に公表した「データの利⽤権限に関する契約ガイドラインver1.0」について、データ利⽤に関する契約類
型別の契約事項や契約条件等を網羅的に整理するとともに、AI技術に係る権利関係や責任関係について交渉ポイン
トや留意点を⽰したAI編を追加した改訂版を平成30年６⽉に公表。

■データポータビリティに関する検討会（経済産業省／総務省）
「データ流通環境整備検討会 AI、IoT時代におけるデータ活⽤ＷＧ中間とりまとめ」（平成29年３⽉）を踏まえ、
データポータビリティがどのようにパーソナルデータの流通を促すかを明らかにすべく、我が国の主要分野（医療、⾦融、
電⼒等）におけるデータポータビリティの在り⽅等について調査・検討を⾏い、とりまとめを平成30年８⽉に公表予定。

第１回 官民データ活用推進基本計画実行委員会データ流通・活用ワーキンググループ【資料３】データ流通・活用に関する動向より2018/12/7
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■三菱UFJ信託銀⾏
ο 「個⼈データ銀⾏創設」創設 同意うけ企業に提供（⽇本経済新聞 平成30年７⽉１８⽇ 朝刊１⾯）
ο 「情報銀⾏」実⽤化へ実験 三菱UFJ信託 総務省など 個⼈データで新ビジネス（読売新聞 平成30年７⽉
19⽇ 朝刊８⾯）

ο 「個⼈データ銀⾏」創設へ 三菱UFJ信託 情報を企業に販売（毎⽇新聞 平成30年７⽉19⽇ 朝刊６
⾯）

■住友⽣命
ο 『結果にコミット』⽣保でも 住友⽣命が「健康増進型」商品 保険料、取り組みに応じて（⽇本経済新聞 平成
30年７⽉１８⽇ 朝刊７⾯）

■データ流通推進協議会の設⽴（平成29年11⽉）
ο 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室、総務省、経済産業省におけるワーキンググループの検討を踏まえ、
データ提供者が安⼼して、かつスムーズにデータを提供でき、またデータ利⽤者が欲するデータを容易に判断して収
集・活⽤できる技術的・制度的環境を整備すること等を⽬的として設⽴。

第１回 官民データ活用推進基本計画実行委員会データ流通・活用ワーキンググループ【資料３】データ流通・活用に関する動向より2018/12/7
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